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基準 1: RCの壁 

基準 3: 天井 

基準 3: 2階吹抜手摺 

基準 4: 床 

基準 2: スチール建具 

基準 4: 階段上段手摺 

基準 2: 1-2 階間階段手摺 

基準 1: RCの壁 

基準 3: 照明器具 

基準 4: 床 

基準 3: 窓ガラス 
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【２階 議場・議場ロビー  保存部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 

基準１ 主要構造部（RC の柱・壁） 

基準２ 議場・議場ロビー入口スチール扉 

保全部位 基準３ 
議場・議場ロビー天井、議場・議場ロビー照明器具、議

場床ジュウタン 

その他部位 

基準４ 議場ロビー床、アルミ建具及びガラス 

基準５ 喫煙室壁机、椅子等（別途保存） 
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基準 3: 天井 

基準 4: アルミ建

具及びガラス 

基準 2: スチール扉 

基準 1: RCの壁 

基準 2: スチール扉 

基準 4: 床 

基準 3: 照明器具 

基準 3: 照明器具 

基準 1: RCの壁 

基準 5: 喫煙室壁 

基準 2: スチール扉 

基準 3: 照明器具 

基準 1: RCの壁 

基準 3: 床ジュウ

タン 

基準 5: 机・椅子等 

（別途保存） 

基準 3: 天井 

基準 3: 天井 
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【２階 市長室  保存部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ 壁ベニヤ張、扉ベニヤ張、スチール建具 

保全部位 基準３ 天井、床ジュータン、窓ガラス、照明器具、吹出口、 

その他部位 

基準４ 空調設備 

基準５ ― 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準 2: 壁ベニヤ張 

基準 3: 照明器具 

基準 3: 天井 

基準 3: 吹出口 

基準 3: 床ジュータン 

基準 2: スチール建具 

基準 4: 空調設備 

基準 2: 扉ベニヤ張 

基準 3: 窓ガラス 
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【２階 廊下６  保存部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ 主要構造部（RC の柱・壁） 

基準２ ― 

保全部位 基準３ 天井、壁ベニヤ張、扉ベニヤ張、照明器具 

その他部位 

基準４ アルミ建具及びガラス、床 

基準５ ― 
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基準 3: 壁ベニヤ張 

基準 3: 天井 基準 3: 照明器具 

基準 4: 床 基準 4: アルミ建具及びガラス 

基準 1: RCの柱 

基準 1: RCの壁 

基準 3: 扉ベニヤ張 

※後補の壁面は撤去 
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【２階 中庭  保存部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ RC の縁及び雨落、RCの雨受、空気取入塔 

基準２ RC の樋(ガーゴイル) 

保全部位 基準３  

その他部位 

基準４ 吹出口 

基準５ トップライト覆屋 
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基準 1: 庭  

基準 1: RCの縁及び雨落 

基準 5: トップライト覆屋 

基準 1: 空気取入塔 

基準 1: RCの雨受 

基準 2: RCの樋(ガーゴイル) 

基準 4: 吹出口 
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【２階 男子便所  保存部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ 壁・床磁器モザイクタイル 

保全部位 基準３ 入口三方枠及び扉、天井、便器・手洗い・仕切壁等 

その他部位 

基準４ 照明器具 

基準５ ― 
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基準 3:入口三方枠及び扉 

基準 4: 照明器具 基準 3: 天井 

基準 3: 便器・手洗

い・仕切壁等 

基準 2: 壁・床磁器モザイクタイル 
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【２階 事務室（総務課等）  その他部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ 外部スチール建具及びガラス(西・南側) 

保全部位 基準３ 扉ベニヤ張 

その他部位 

基準４ 吹出口、天井、床Ｐタイル、壁ベニヤ張、柱表面 

基準５ 照明器具、空調設備、電気関係設備、仕切壁・扉 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準 4: 壁ベニヤ張 

基準 4: 天井 基準 5: 照明器具 基準 4: 吹出口 

基準 4: 床 Pタイル 基準 3: 扉ベニヤ張 

基準 2: 外部スチール建具及びガラス(西側) 

基準 5: 仕切壁・扉 

基準 5: 電気関係設備 基準 4: 柱表面 

基準 2: 外部スチール建具及びガラス(南側) 

基準 5: 空調設備 
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【２階 事務室（会議室）  その他部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ スチール建具及びガラス(西側) 

保全部位 基準３ 扉ベニヤ張 

その他部位 

基準４ 天井、床、壁ベニヤ張 

基準５ 照明器具 
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基準 5: 照明器具 基準 4: 天井 

基準 4: 壁ベニヤ張 

基準 3: 扉ベニヤ張 

基準 4: 床 基準 2: スチール建具及びガ

ラス(西側) 
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【２階 放送室等  その他部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ スチール建具 

保全部位 基準３ 窓ガラス 

その他部位 

基準４ 天井、床、床 Pタイル、壁ベニヤ張 

基準５ 空調設備、電気関係設備、照明器具 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準 5: 照明器具 

基準 2: スチール建具 

基準 3: 窓ガラス 
基準 4: 壁ベニヤ張 

基準 4: 床 Pタイル 

基準 4: 床 

基準 4: 天井 基準 5: 空調設備 基準 5: 電気関係設備 
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【２階 議長室・委員会室等  その他部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ スチール建具(西・北・東側) 

保全部位 基準３ 扉ベニヤ張、窓ガラス(西・北・東側) 

その他部位 

基準４ 天井、床タイルカーペツト、壁ベニヤ張、柱表面 

基準５ 空調設備 
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基準 4: 壁ベニヤ張 

基準 5: 照明器具 基準 4: 天井 

基準 4: 柱表面 基準 4: 床タイルカーペツト 

基準 2: スチール建具(西・北・東側) 

基準 3: 窓ガラス(西・北・東側) 

基準 3: 扉ベニヤ張 基準 5: 空調設備 
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【２階 副市長室・応接室等 その他部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位設定表 

部位 基準 その他部分 

保存部位 
基準１ ― 

基準２ スチール建具(南・東側) 

保全部位 基準３ 窓ガラス(南・東側)、扉ベニヤ張 

その他部位 

基準４ 天井、柱表面、壁ベニヤ張、床ジュータン 

基準５ 空調設備、照明器具 
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基準 4: 床ジュータン 

基準 3: 扉ベニヤ張 

基準 4: 壁ベニヤ張 

基準 5: 空調設備 

基準 5: 照明器具 基準 4: 天井 

基準 2: スチール建具(南・東側) 

基準 3: 窓ガラス(南・東側) 

基準 4: 柱表面 


